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別表七の二 

 「連結欠損金等の損金算入に関する明細書」 

  この明細書は、次に掲げる場合に使用します。 

 イ 連結法人が、当期に連結欠損金額を生じた場合に、当該連結欠損金額につき翌期以後に法第81

条の９((連結欠損金の繰越し))(第４項を除きます。)の規定の適用を受けようとする場合 

 ロ 当期首前９年以内に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額（平成20年４月１日以後

に終了した連結事業年度において生じたものに限ります。）について、法第81条の９（第４項を除

きます。）の規定の適用を受ける場合 

欄 記  載  要  領 注 意 事 項 

「控除未済連結欠損金額１」  当期首前９年以内に開始した連結事業年度に

おいて生じた連結欠損金額（連結欠損金額とし

てみなされた金額を含みます。）で、過去に繰越

控除又は繰戻しを受けなかった金額を古い連結

事業年度の分から順次記載します。 

 この場合、次の区分に応じ、それぞれ次の金

額を記載します。 

⑴ 調整連結事業年度（法第81条の９第２項各

号に掲げる場合に該当することとなった連結

事業年度並びに同条第５項第１号から第３号

まで、第５号又は第６号に規定する場合に該

当することとなった連結事業年度及び同項第

４号に規定する適用連結事業年度をいいます。

以下同じです。）の場合……「控除未済連結欠

損金額11」の金額 

⑵ 調整連結事業年度以外の連結事業年度の場

合……前期の「翌期繰越額５」の金額 

「⑴のうち特定連結欠損金

額２」 

 次の区分に応じ、それぞれ次の金額を記載し

ます。 

⑴ 調整連結事業年度の場合……｢11｣の内書の

金額 

⑵ 調整連結事業年度以外の連結事業年度の場

合……前期の｢⑸のうち特定連結欠損金額６｣

の金額 

「当期分」の「連結欠損金

額」

 当期の別表四の二「連結所得金額又は連結欠

損金額55」の「総額①」に連結欠損金額の記載

がある場合に、その連結欠損金額を「当期分」

の「連結欠損金額」に記載します。 

「連結欠損金の繰戻し額」  連結欠損金のうち法第81条の31((連結欠損金

の繰戻しによる還付))の規定の適用を受ける場合

にその適用を受ける金額を記載します。 

 措置法第68条の98第１

項各号((中小連結法人の

欠損金等以外の欠損金の

繰戻しによる還付の不適

１ この明細書の用途

２ 各欄の記載要領
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欄 記  載  要  領 注 意 事 項 

用))に掲げる連結親法人

以外の連結親法人にあっ

ては、当期が平成14年４月

１日から平成30年３月31

日までの間に終了する連

結事業年度である場合に

は、法第81条の31第４項

((連結欠損金の繰戻しに

よる還付))の規定に該当

する場合の同項に規定す

る連結事業年度において

生じた連結欠損金額、同条

第５項に規定する災害損

失欠損金額及び措置法第

68条の98第１項に規定す

る設備廃棄等欠損金額が

あるときを除き、法第81

条の31の規定の適用を受

けることはできませんので

御注意ください。 

 なお、措置法第68条の98

第１項各号に掲げる連結

親法人（当期末において資

本金の額又は出資金の額

が１億円以下の連結親法

人（当期末において資本金

の額又は出資金の額が５

億円以上である法人によ

る完全支配関係がある法

人など法第66条第６項第

２号又は第３号((各事業

年度の所得に対する法人

税の税率))に掲げる法人

に該当するものを除きま

す。）など）にあっては、

上記のような連結欠損金

額等の有無に関係なく法

第81条の31の規定の適用

を受けることができます。

「翌期繰越額５」及び「⑸

のうち特定連結欠損金額６」

 「５」及び「６」の各欄は、「15」の欄に金額

の記載がある場合には、それぞれ「翌期繰越額

⑴－（⑶＋各連結法人の別表七の二付表五「18」

の合計）５」及び「⑸のうち特定連結欠損金額

⑵－（⑷＋各連結法人の別表七の二付表五「15」

の合計）６」として記載します。 



－61－

欄 記  載  要  領 注 意 事 項 

「控除未済連結欠損金額の

調整計算」の各欄

 当期が調整連結事業年度に該当する場合に、

古い連結事業年度の分から順次記載します。 

「７」から「11」までの各

欄の内書

 法第81条の９第３項に規定する特定連結欠損

金額を記載します。 

「連結納税の開始に伴うみ

なし連結欠損金額８」 

 「13」又は「14」に金額の記載がある場合、最

初の連結親法人事業年度においては、「連結納税の

開始に伴うみなし連結欠損金額（別表七の二付表

二｢３の計｣－各連結法人の別表七の二付表四「30」

の合計）８」として記載します。 

「減算額10」  「13」又は「14」に金額の記載がある場合、最

初の連結親法人事業年度以外の調整連結事業年度

においては、「減算額（別表七の二付表二「19の計」

＋各連結法人の別表七の二付表三「30」の合計）

10」として記載します。 

「控除未済連結欠損金額

11」 

 次の場合に応じて、それぞれ次により記載し

ます。 

⑴ 最初の連結親法人事業年度である場合 

（⑺＋⑼－⑽）又は⑻ 

⑵ 最初の連結親法人事業年度以外の調整連結

事業年度である場合 

（⑺＋⑼－⑽）又は⑻ 

「更生欠損金等の当期控除

額がある場合の連結欠損金

等の当期控除額の合計額の

計算」の各欄

 連結法人が法第81条の３第１項((個別益金額

又は個別損金額))（法第59条((会社更生等による

債務免除等があった場合の欠損金の損金算入))

の規定により法第81条の３第１項に規定する個

別損金額を計算する場合に限ります。）の規定の

適用を受ける場合に記載します。 

法81の９、令155の19～155の21、措置法68の98 

３ 根拠条文


